
【重要なお知らせ】パスポートの更新についての御案内メールの配信を開始します 

 

令和 7年 9月 5日 

在シェムリアップ領事事務所 

 

●在留邦人の皆様に余裕を持ってパスポートの更新を行っていただけるよう、9月 13

日（土）（日本時間）から、在留届を提出された方に対し、パスポートの有効期間の満

了日が近付いてきた際に御案内メールをお送りするサービスを新たに開始します。 

●御案内メールをお送りするタイミングは、有効期間満了日の 365 日前、180 日前、

90日前、60日前です。 

●なお、同居家族として届け出られている方のパスポートの有効期間満了日が近付い

てきた際には、御本人に加え、在留届の筆頭者の方宛てにもメールでお知らせします。 

 

 9 月 13 日のサービス開始までに、以下について御確認くださいますようお願いし

ます。 

 

1 在留届のパスポートの登録状況の確認 

 在留届にパスポートの有効期間満了日が登録されていない場合には、上記の御案内

メールをお送りすることができません。9月 13日までに、御家族の分を含め、在留届

にパスポートの有効期間満了日を御登録ください。 

 また、この機会に、在留届に登録されているパスポート番号、住所、電話番号、本

籍等についても、最新の情報が登録されているか御確認いただきますようお願いしま

す。 

 

2 書面で在留届を提出された方への御案内 

 書面で在留届を提出された方は、御自身でパスポート番号の修正や有効期間満了日

の登録ができませんので、当館又は在シェムリアップ日本国領事事務所まで御連絡い

ただくか、新たにオンラインで在留届を提出してください。 

   オンライン在留届：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html  

 

 オンラインで在留届を提出いただくと、パスポートや証明に関する手続きをオンラ

インで行うことができますので、これを機会にぜひオンライン在留届への切替えを御

検討ください。 

 なお、既に書面で在留届を提出された方が新たにオンラインで在留届を提出した場

合には、書面の在留届の受付日を新たなオンライン在留届に転記することができます。

受付日の転記を希望される方は、当館又は在シェムリアップ日本国領事事務所まで御

連絡ください。 

 

3 パスポート情報の自動更新についてのお知らせ 



 パスポートを新たに取得された場合には、在留届のパスポート番号及び有効期間満

了日が自動的に新しいものに更新されます。 

ただし、誤ったパスポート番号が登録されていると自動更新されませんので、御注意

ください。 

 

●お問い合わせ先 

 

在カンボジア日本国大使館  領事班 

TEL:  +855-(0)23-217-161 

URL:   https://www.kh.emb-japan.go.jp 

e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp 

 

在シェムリアップ日本国領事事務所 

TEL:  +855-(0)63-963-801 

URL:   https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000091.html 

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp 


